
 

議案第１４８号 

 

   財産の取得について《備蓄用マスク》 

 

 備蓄用マスクを、次のとおり取得する。 

 

  令和２年１０月２日提出 

 

京丹後市長 中 山  泰   

 

１ 取得する財産の種別及び数量 

  ディスポーザブルフェイスマスク  １０,９６６箱（１箱５０枚入り ５４８,３００枚） 

 

２ 取得の目的 

  今後の感染症対策等に対応するため、備蓄用としてマスクを購入する。 

 

３ 取得の方法 

  随意契約 

 

４ 取得金額 ２６,３８６,９３７円（うち消費税及び地方消費税額 ２,３９８,８１２円） 
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５ 取得の相手方 

  京都府京丹後市峰山町杉谷８３６番地の１ 

   京丹後市商工会 

     会長 行待 佳平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及び京丹後市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（平成１６年京丹後市条例第７７号）第３条の規定に基づき、議会の議決に付する必要がある。 
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議案第１４８号 参考資料 

１ 購入するマスクの概要 

 ア 名称   ディスポーザブルフェイスマスク 

 イ 規格   ３層サージカル 

 ウ 枚数   １０,９６６箱（１箱５０枚入り ５４８,３００枚） 

 

  （参考写真） 
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